
水道管の「漏水」について 
 

・漏水したまま放っておくと、使用料金としてはね返ってきたり、水質を悪化させます。また、水圧の低下等

周辺のご家庭にも影響が出ます。 

・メーター器から蛇口までの間の漏水は、メーター器で確認してください。水道の蛇口を全部閉めて、水洗ト

イレの水も流れていないことを確認した上で、パイロットが動いていれば漏水です。 

・至急水道工事店に連絡し、修理依頼してください。なお、メーター器の前後に関わらず、敷地内の修理費用

は個人負担です。 
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※漏水の修理は、下記指定水道工事店に限ります。 

水道工事指定工事店一覧 

工事店名 電話番号 工事店住所 工事店名 電話番号 工事店住所 

㈲青木電気商会 

浅野水道工事店 

㈱栄代 

㈲エム・ケー商会 

㈱大島環境管理 

大島技研㈱ 

㈲大島設備 

大島創美㈲ 

門井設備 

カネコ冷熱㈱ 

４－０３４５ 

７－５３４５ 

２－３４５８ 

２－２４５３ 

２－１７３３ 

４－０１７５ 

２－８０１３ 

４－０１８９ 

２－８１６７ 

２－４１４６ 

差木地字クダッチ 

泉津字秋之原 32-16 

元町字赤禿 23-4 

元町字地の岡 65-22 

元町字風待 31 

差木地 2 

岡田字新開 57-3 

差木地 2 

泉津字秋之原 32-3 

元町字新込 126-94 

㈲川津造園土木 

㈲コジマ 

㈲さかき林産 

佐々木設備 

サトウ工業 

㈱佐藤設備 

㈲那知設備 

㈲丸満工業 

三崎屋商店㈱ 

吉田設備㈲ 

２－３７１５ 

２－０１３８ 

４－０１６８ 

７－５７４０ 

２－１５５２ 

２－３５７２ 

４－０５７１ 

２－８１３６ 

４－０６６９ 

２－３７８０ 

元町字赤禿 11-10 

元町字北の山 87-3 

差木地 1 

元町字馬の背 247-21 

元町字北の山 35 

元町 4-19-32 

差木地字クダッチ 

岡田字新開 332 

差木地字クダッチ 

元町 2-18-4 
 

※お問い合わせ・・・大島町役場水道環境課水道業務係 ☎２－１４７８ 

 

～水道料金の減額について～ 

・適切な管理をしていたにもかかわらず、不可抗力による漏水で料金が高額になった場合、料金の一部

が減額されることがあります。（地中の水道管が漏水していた場合などが対象。蛇口やトイレの故障な

どは対象外です。） 

・減額されるのは、漏水と認定された水量（普段より多い分）の 2 分の 1相当の料金で、最大 2か月分

までです。 

・減額申請をする場合は、漏水修理完了後、修理をした水道工事店に「水道料金減額申請書」を作成し

てもらい、水道環境課に提出してください。（申請用紙は工事店にあります。）なお、申請書の作成が有

料の場合があるのでご了承ください。 

・過去にさかのぼっての減額はできない場合があるので、申請する場合は速やかにお願いします。 

 

町負担 個人負担 


